
  

 

 

 

 
１．趣 旨 

 現在わが国では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や育児・介護との両立等、働く方のニーズ

の多様化に直面しています。福祉分野においても、関係法令を遵守することはもとより、職員が安心

して働くことができる環境を整備し、適切な労務管理を行うことがこれまで以上に求められています。

あわせて、福祉人材の不足や確保難が深刻化する中、職員の定着を促進することも、社会福祉事業を

運営する経営者にとって喫緊の課題となっています。 

本セミナーでは、働き方改革に伴う労働契約法の改正による無期転換ルールの本格実施をはじめ、

労務管理上、必須となるポイントや具体的な対応方法等について学ぶことを目的に開催いたします。 

また、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」として７月より実施を予定している「群馬県

ふくし総合相談支援事業」についての内容説明も行います。 

 

２．主 催  社会福祉法人群馬県社会福祉協議会 

 

３．共 催  群馬県  群馬県社会福祉法人経営者協議会 

（予定） 

４．日 時  平成 30年 6月 27日（水） 13:30～16:00予定（受付開始 13:00～） 

 

５．会 場  群馬県公社総合ビル 多目的ホール 

（群馬県前橋市大渡町 1-10-7 TEL027-255-1166） 

 

６．参加者  定員 300名（定員になり次第締め切ります） 

県内の社会福祉法人役職員、県社協会員、行政、その他関心のある方 

 

７．参加費  無 料 
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９．内 容 

【講 義 ①】 

「福祉事業所における労務管理のチェックポイントについて」 

講  師：関一之労務管理事務所 特定社会保険労務士  関  一 之 氏 

(群馬県社協 福祉施設経営指導員) 

 

＜研修ポイント＞ 

・働き方改革に伴う動向              ・無期転換ルール 

・育児・介護休業法改正 関係         ・ハラスメント関係  等 

 

社 会 福 祉 法 人 等 の 労 務 管 理 セ ミ ナ ー 

開 催 要 項 



【講 義 ②】 

「群馬県ふくし総合相談支援事業の実施について」 

説明者：群馬県社会福祉協議会 施設福祉課 

 

＜研修ポイント＞ 

・社会福祉法人の「地域における公益的な取組」として７月より県内全域での実施を 

予定している「群馬県ふくし総合相談支援事業」についての内容説明 

 

 

10．参加申込みについて 

  別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記事務局宛、ＦＡＸにてお申込みください。 

※定員超過の場合にはご連絡いたします。なお、参加申込み期間であっても、定員となり次第締

め切りますのであらかじめご了承ください。 

申込期日：平成３０年６月１５日（金）必着 

 

11．会場アクセス 

 

12．その他 

 駐車場の台数には限りがあるため、詰め込み駐車となります。参加者同士の乗合せや公共交通機関

のご利用をお願いします。構内駐車場が満車の際には構外駐車場をご案内いたします。 

 

13．お問い合わせ先  

  群馬県社会福祉協議会 担当：施設福祉課（澁谷） /  総務企画課（倉賀野） 

〒371-8525 前橋市新前橋町 13-12 群馬県社会福祉総合センター内  

  電話：027-289-3344 / ＦＡＸ：027-255-6173 ✉koueki@g-shakyo.or.jp 

 

 

●群馬県庁から 

（約 1.8km 車で約 5分） 

 

●JR新前橋駅から 

（約 2.5km 車で約 6分） 

 

●関越自動車道 前橋 ICから 

（約 3.7km 車で約 7分） 

IC出口（前橋方面）→石倉 3丁目

交差点を左折→大渡町交差点を

約 100m過ぎ、パチンコ店の角を

左折→公社総合ビル 

 

●国道 50号方面から 

本町 1丁目交差点を右折→千代田

町 3丁目交差点を左折→大渡町交

差点を右折→約 100m過ぎ、パチ

ンコ店の角を左折→公社総合ビ

ル 

本セミナーは赤い羽根共同募金の配分金により実施しています 


